
 
平成２８年１２月亀山市議会定例会 提出議案 

条 例 新 旧 対 照 表 
                                                    

                                    頁 

議案第８０号 亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例・１ 

議案第８１号 亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・３ 

議案第８２号 亀山市職員給与条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

議案第８３号 亀山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・１５ 

議案第８４号 亀山市税条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

議案第８５号 亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

議案第８６号 亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・５３ 

議案第８７号 亀山市産業振興条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

議案第８８号 亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条 

例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 
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亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段に規定する者

にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によ

りその職を離れた日現在）における報酬月額及び報酬月額に１００分

の２０を乗じて得た額の合計額に、６月に支給する場合においては

１００分の１７７．５、１２月に支給する場合においては１００分の

２０２．５

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段に規定する者

にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によ

りその職を離れた日現在）における報酬月額及び報酬月額に１００分

の２０を乗じて得た額の合計額に、６月に支給する場合においては

１００分の１７７．５、１２月に支給する場合においては

を乗じて得た額とする。 

１００分の

１９２．５を乗じて得た額とする。 

３ （略） ３ （略） 
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亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段に規定する者

にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によ

りその職を離れた日現在）における報酬月額及び報酬月額に１００分

の２０を乗じて得た額の合計額に、６月に支給する場合においては

１００分の１８２．５、１２月に支給する場合においては１００分の

１９７．５

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在（前項後段に規定する者

にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によ

りその職を離れた日現在）における報酬月額及び報酬月額に１００分

の２０を乗じて得た額の合計額に、６月に支給する場合においては

を乗じて得た額とする。 

１００分の１７７．５、１２月に支給する場合においては１００分の

２０２．５ を乗じて得た額とする。 

３ （略） ３ （略） 
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亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第３条 市長及び副市長には、期末手当を一般職の職員の例により支

給する。ただし、期末手当の額については、給料月額及び給料月額

に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合を乗じ

て得た額とする。 

第３条 市長及び副市長には、期末手当を一般職の職員の例により支

給する。ただし、期末手当の額については、給料月額及び給料月額

に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合を乗じ

て得た額とする。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）１２月 （２）１２月 １００分の２２２．５ １００分の２１２．５ 
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亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第３条 市長及び副市長には、期末手当を一般職の職員の例により

支給する。ただし、期末手当の額については、給料月額及び給料

月額に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合

を乗じて得た額とする。 

第３条 市長及び副市長には、期末手当を一般職の職員の例により

支給する。ただし、期末手当の額については、給料月額及び給料

月額に１００分の２０を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合

を乗じて得た額とする。 

（１）６月 （１）６月 １００分の２０２．５ １００分の１９７．５ 

（２）１２月 （２）１２月 １００分の２１７．５ １００分の２２２．５ 
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亀山市職員給与条例の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号にを超えてはならない。 掲げる額を超えてはならない。 

（１）前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在。次項及び附則第１１項第４号において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に、６月に支給する場合においては

８０

１００分の 

、１２月に支給する場合においては１００分の９０

（１）前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在。次項及び附則第１１項第４号において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に

を乗じて得

た額の総額 

               

８０

１００分の 

                       を乗じて得

た額の総額 

（２）前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額

に、６月に支給する場合においては１００分の３７．５、１２月に

支給する場合においては１００分の４２．５

（２）前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額

に

を乗じて得た額の総額 

              １００分の３７．５      

                    を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

附 則 附 則 
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１４ 附則第１１項の規定が適用される間、第４７条第２項第１号に定

める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額か

ら、同号に掲げる職員で附則第１１項の規定により給与が減ぜられて

支給されるものの勤勉手当減額対象額に、６月に支給する場合におい

ては１００分の１．２、１２月に支給する場合においては１００分の

１．３５を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、勤勉

手当減額基礎額に、６月に支給する場合においては１００分の８０、 

１２月に支給する場合においては１００分の９０

１４ 附則第１１項の規定が適用される間、第４７条第２項第１号に定

める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額か

ら、同号に掲げる職員で附則第１１項の規定により給与が減ぜられて

支給されるものの勤勉手当減額対象額に

を乗じて得た額）の総

額に相当する額を減じた額とする。 

             

  １００分の１．２                     

    を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、勤勉

手当減額基礎額に               １００分の８０ 

                     を乗じて得た額）の総

額に相当する額を減じた額とする。 

別表 別紙のとおり 別表 別紙のとおり 

  



別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

（単位：円） （単位：円）

職務
の級

1  級 ２  級 ３  級 ４  級 ５  級 ６  級 ７  級
職務
の級

1  級 ２  級 ３  級 ４  級 ５  級 ６  級 ７  級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任 1 141,600 191,700 227,900 261,100 287,100 317,700 361,800 再任 1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300

用職 2 142,700 193,500 229,500 263,000 289,300 319,900 364,400 用職 2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900

員以 3 143,900 195,300 231,000 264,800 291,600 322,200 366,900 員以 3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400

外の 4 145,000 197,100 232,600 266,900 293,700 324,400 369,500 外の 4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000

職員 5 146,100 198,700 234,100 268,700 295,700 326,600 371,500 職員 5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100

6 147,200 200,500 235,800 270,600 298,000 328,600 374,000 6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600

7 148,300 202,300 237,300 272,500 300,300 330,800 376,300 7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900

8 149,400 204,100 238,900 274,600 302,500 333,000 378,800 8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400

9 150,500 205,800 240,300 276,700 304,600 335,100 381,300 9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900

10 151,900 207,600 241,800 278,700 306,900 337,300 384,000 10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600

11 153,200 209,400 243,400 280,800 309,100 339,400 386,600 11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200

12 154,500 211,200 244,800 282,800 311,400 341,600 389,300 12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900

13 155,800 212,600 246,300 284,800 313,500 343,500 391,700 13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300

14 157,300 214,400 247,800 286,900 315,600 345,500 394,000 14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600

15 158,800 216,100 249,100 288,900 317,800 347,600 396,200 15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800

16 160,400 217,900 250,500 290,900 319,900 349,600 398,600 16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200

17 161,700 219,600 252,000 292,900 322,000 351,400 400,400 17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000

18 163,200 221,300 253,700 294,900 324,000 353,400 402,400 18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000

19 164,700 222,900 255,400 297,000 326,100 355,200 404,300 19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900

20 166,200 224,500 257,200 299,000 328,100 357,100 406,100 20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700

21 167,600 226,000 258,800 301,000 330,000 359,100 408,000 21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600

22 170,300 227,700 260,600 303,100 332,100 361,000 409,800 22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400

23 172,900 229,300 262,300 305,100 334,100 363,000 411,600 23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200

24 175,500 230,900 264,000 307,200 336,200 364,900 413,500 24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100

25 178,200 232,200 266,000 309,000 337,700 366,900 415,300 25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900

26 179,900 233,700 267,900 311,100 339,600 368,800 416,800 26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400

27 181,600 235,100 269,700 313,200 341,500 370,800 418,300 27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900

28 183,300 236,400 271,500 315,200 343,400 372,800 419,900 28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500

29 184,800 237,700 273,200 317,100 345,100 374,300 421,500 29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100

30 186,600 238,900 275,100 319,100 347,000 376,100 422,800 30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400

職員の
区分

職員の
区分

（改正後） （改正前）

行 政 職 給 料 表 （一） 行 政 職 給 料 表 （一）

＜別紙＞
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31 188,400 239,900 277,000 321,200 348,900 377,900 424,100 31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700

32 190,100 241,100 278,700 323,300 350,700 379,500 425,300 32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900

33 191,700 242,400 280,400 324,700 352,600 381,300 426,500 33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100

34 193,200 243,600 282,300 326,700 354,400 382,700 427,800 34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400

35 194,700 244,800 284,100 328,600 356,200 384,200 429,100 35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700

36 196,200 246,100 286,000 330,700 357,900 385,800 430,300 36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900

37 197,500 247,000 287,600 332,600 359,300 387,200 431,500 37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100

38 198,800 248,400 289,300 334,500 360,600 388,400 432,300 38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900

39 200,100 249,800 291,100 336,500 362,000 389,600 433,100 39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700

40 201,400 251,300 292,900 338,400 363,400 390,700 433,900 40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500

41 202,700 252,700 294,600 340,300 364,700 391,800 434,500 41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100

42 204,000 254,100 296,300 342,200 365,600 393,000 435,200 42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800

43 205,300 255,500 297,900 344,000 366,700 394,200 435,900 43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500

44 206,600 256,800 299,500 345,900 367,800 395,300 436,600 44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200

45 207,800 258,000 301,200 347,400 368,600 396,000 437,400 45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000

46 209,100 259,300 302,900 348,800 369,500 396,700 438,200 46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800

47 210,400 260,700 304,500 350,300 370,400 397,400 438,600 47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200

48 211,700 262,000 306,200 351,800 371,300 398,100 439,300 48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900

49 212,800 263,300 307,300 353,400 372,200 398,700 439,800 49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400

50 213,900 264,400 308,800 354,200 373,000 399,300 440,200 50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800

51 214,900 265,700 310,300 355,400 373,800 399,800 440,600 51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200

52 216,000 267,000 311,900 356,400 374,600 400,200 441,000 52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600

53 217,100 268,000 313,500 357,300 375,300 400,600 441,400 53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000

54 218,100 269,100 315,100 358,400 376,000 400,900 441,800 54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400

55 219,000 270,400 316,700 359,300 376,700 401,200 442,200 55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800

56 220,000 271,700 318,200 360,400 377,400 401,500 442,500 56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100

57 220,600 272,800 319,700 361,300 377,900 401,800 442,800 57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400

58 221,500 273,800 320,900 362,000 378,500 402,100 443,200 58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800

59 222,300 274,800 322,100 362,700 379,100 402,400 443,500 59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100

60 223,200 275,900 323,300 363,400 379,800 402,700 443,800 60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400

61 223,900 277,100 324,000 363,800 380,200 403,000 444,100 61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700

62 224,900 278,100 324,900 364,400 380,900 403,300 62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900

63 225,700 279,000 325,700 365,100 381,500 403,600 63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200

64 226,600 280,000 326,500 365,800 382,100 403,900 64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500

65 227,300 280,700 327,400 366,100 382,500 404,200 65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800

66 228,100 281,600 327,800 366,800 383,100 404,500 66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100
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67 229,000 282,300 328,500 367,500 383,700 404,800 67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400

68 230,100 283,200 329,300 368,200 384,300 405,100 68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700

69 230,800 284,200 330,100 368,500 384,700 405,300 69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900

70 231,500 285,000 330,800 369,100 385,200 405,600 70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200

71 232,100 285,800 331,500 369,800 385,700 405,900 71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500

72 232,900 286,600 332,200 370,400 386,300 406,200 72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800

73 233,700 287,400 332,700 370,700 386,600 406,400 73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000

74 234,400 287,900 333,300 371,300 387,000 406,700 74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300

75 235,100 288,300 333,800 372,000 387,400 407,000 75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600

76 235,700 288,800 334,400 372,600 387,800 407,200 76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800

77 236,400 288,900 334,700 373,000 388,100 407,400 77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000

78 237,200 289,300 335,200 373,500 388,400 407,700 78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300

79 238,000 289,500 335,600 374,100 388,700 408,000 79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600

80 238,700 289,900 336,100 374,600 389,000 408,200 80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800

81 239,400 290,100 336,500 375,100 389,200 408,400 81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000

82 240,100 290,300 337,000 375,700 389,500 408,700 82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300

83 240,800 290,700 337,500 376,200 389,800 409,000 83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600

84 241,500 291,000 338,000 376,500 390,000 409,200 84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800

85 242,100 291,300 338,300 376,900 390,200 409,400 85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000

86 242,800 291,600 338,700 377,400 390,500 86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100

87 243,500 291,900 339,200 377,800 390,800 87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400

88 244,200 292,300 339,600 378,200 391,000 88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600

89 244,900 292,600 339,900 378,600 391,200 89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800

90 245,400 293,000 340,300 379,100 391,500 90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100

91 245,800 293,300 340,800 379,500 391,800 91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400

92 246,300 293,700 341,200 379,900 392,000 92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600

93 246,600 293,800 341,400 380,200 392,200 93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800

94 294,000 341,800 94 293,600 341,400

95 294,400 342,300 95 294,000 341,900

96 294,800 342,700 96 294,400 342,300

97 295,000 342,800 97 294,600 342,400

98 295,300 343,300 98 294,900 342,900

99 295,700 343,700 99 295,300 343,300

100 296,100 344,000 100 295,700 343,600

101 296,300 344,300 101 295,900 343,900

102 296,600 344,700 102 296,200 344,300

9



103 297,000 345,100 103 296,600 344,700

104 297,300 345,500 104 296,900 345,100

105 297,500 346,000 105 297,100 345,600

106 297,800 346,400 106 297,400 346,000

107 298,200 346,800 107 297,800 346,400

108 298,500 347,200 108 298,100 346,800

109 298,700 347,700 109 298,300 347,300

110 299,100 348,100 110 298,700 347,700

111 299,500 348,400 111 299,100 348,000

112 299,800 348,700 112 299,400 348,300

113 299,900 349,200 113 299,500 348,800

114 300,200 114 299,800

115 300,500 115 300,100

116 300,900 116 300,500

117 301,100 117 300,700

118 301,300 118 300,900

119 301,600 119 301,200

120 301,900 120 301,500

121 302,300 121 301,900

122 302,500 122 302,100

123 302,800 123 302,400

124 303,100 124 302,700

125 303,400 125 303,000

再任用
職員

186,900 214,400 254,400 273,800 288,900 314,300 356,000
再任用
職員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600

　備考　この表は、第１１条に規定する職員以外の職員に適用する。 　備考　この表は、第１１条に規定する職員以外の職員に適用する。
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亀山市職員給与条例の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

（扶養手当の額） （扶養手当の額） 

第１９条 扶養手当の月額は、第１７条に該当する扶養親族のうち子に

ついては１人につき１万円とし、同条に該当する扶養親族のうち配偶

者及び前条に掲げる扶養親族           については１人

につき６，５００円                      

                

第１９条 扶養手当の月額は、第１７条に該当する扶養親族のうち

とする。 

配偶

者については１万３，０００円とし、前２条に掲げる扶養親族（第２

２条において「扶養親族たる子、父母等」という。）については１人

につき６，５００円（職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち

１人については１万１，０００円）とする。 

２ （略） ２ （略） 

（扶養手当の支給区分） （扶養手当の支給区分） 

第２２条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の

各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、

直ちにその旨                         

                               

              

第２２条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の

各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、

直ちにその旨

を市長に届け出なければならない。 

（新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員

に第１号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者が

ないときは、その旨を含む。）を市長に届け出なければならない。 

（１）及び（２）（略） （１）及び（２）（略） 

 （３）扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった

場合（前号に該当する場合を除く。） 

 （４）扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場

合（第１号に該当する場合を除く。） 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合に ２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合に
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おいてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定によ

る届出に係るものがない場合においてその職員に同項第１号に掲げる

事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月（これらの

日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当

を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれそ

の者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親

族で同項の規定による届出に係るものの全て 

おいてはその者が職員となった日、

が扶養親族たる要件を

欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月（これ

らの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって

終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定によ

る届出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経過した後になさ

れたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

扶養親族がない職員に前項第１号

に掲げる事実が生じた場合においては              

         その事実が生じた日の属する月の翌月（これらの

日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当

を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれそ

の者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親

族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を

欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月（これ

らの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって

終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定によ

る届出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経過した後になさ

れたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

３ 扶養手当は、これを受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事

実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定

による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合＿

                                

         

３ 扶養手当は、これを受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事

実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定

による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届

出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある

子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌

月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）から支

給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員

に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支

、

扶養手当を受けている職員について同項第３号若しくは第４号に掲げ

る事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届

出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある

子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌

月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）から支

給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員

に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支



 

 

13 

給額の改定                          

                               

                               

                               

                               

                               

               

給額の改定

について準用する。 

（扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係る

ものがある職員で、配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有する

に至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の

支給額の改定を除く。）及び扶養手当を受けている職員のうち、扶養

親族たる子、父母等で、同項の規定による届出に係るものがある職員

が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母

等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

（１）前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在。次項及び附則第１１項第４号において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に１００分の８５              

                         

（１）前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在。次項及び附則第１１項第４号において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に

を乗じて得

た額の総額 

、６月に支給する場合においては１００分の

８０、１２月に支給する場合においては１００分の９０を乗じて得

た額の総額 

（２）前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額 （２）前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額
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に１００分の４０                      

                    

に

を乗じて得た額の総額 

、６月に支給する場合においては１００分の３７．５、１２月に

支給する場合においては１００分の４２．５を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

附 則 附 則 

１４ 附則第１１項の規定が適用される間、第４７条第２項第１号に定

める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額か

ら、同号に掲げる職員で附則第１１項の規定により給与が減ぜられて

支給されるものの勤勉手当減額対象額に１００分の１．２７５   

                               

    を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、勤勉

手当減額基礎額に１００分の８５                

                     

１４ 附則第１１項の規定が適用される間、第４７条第２項第１号に定

める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額か

ら、同号に掲げる職員で附則第１１項の規定により給与が減ぜられて

支給されるものの勤勉手当減額対象額に

を乗じて得た額）の総

額に相当する額を減じた額とする。 

、６月に支給する場合におい

ては１００分の１．２、１２月に支給する場合においては１００分の

１．３５を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、勤勉

手当減額基礎額に、６月に支給する場合においては１００分の８０、 

１２月に支給する場合においては１００分の９０を乗じて得た額）の総

額に相当する額を減じた額とする。 
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亀山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員（第７項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者

と                              

              みなしたならば同法第３７条の２第１

項に規定する高年齢被保険者  

５ 勤続期間６月以上で退職した職員（第７項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者

と

に該当するもののうち、第１号に掲げ

る額が第２号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場

合には、一般の退職手当等のほか、第２号に掲げる額から第１号に掲げ

る額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による

高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。 

、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第５

条第１項に規定する適用事業とみなしたならば同法第３７条の２第１

項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第１号に掲げ

る額が第２号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場

合には、一般の退職手当等のほか、第２号に掲げる額から第１号に掲げ

る額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による

高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）その者を雇用保険法第３７条の３第２項に規定する高年齢受給資格

者と、その者の基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続期間をいう。

以下この条において同じ。）を同法第１７条第１項に規定する被保険

者期間と、当該退職の日を同法第２０条第１項第１号に規定する離職

の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第３７条の４第３項 

 

（２）その者を雇用保険法第３７条の３第２項に規定する高年齢受給資格

者と、その者の基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続期間をいう。

以下この条において同じ。）を同法第１７条第１項に規定する被保険

者期間と、当該退職の日を同法第２０条第１項第１号に規定する離職

の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法

の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合

第３７条の４第３項前

段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合
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に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相

当する額 

に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相

当する額 

６ 勤続期間６月以上で退職した職員（第８項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者

と                              

              みなしたならば同法第３７条の２第１

項に規定する高年齢被保険者  

６ 勤続期間６月以上で退職した職員（第８項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者

と

に該当するものが退職の日後失業し

ている場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けない

ときは、前項第２号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用し

た場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額

に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給

付金の支給の条件に従い支給する。 

、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第５

条第１項に規定する適用事業とみなしたならば同法第３７条の２第１

項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業し

ている場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けない

ときは、前項第２号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用し

た場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額

に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給

付金の支給の条件に従い支給する。 

７～１０ （略） ７～１０ （略） 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第

１項又は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者

で、次の各号の規定に該当するものに対しては、当該各号に掲げる金

額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿

手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第

１項又は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者

で、次の各号の規定に該当するものに対しては、当該各号に掲げる金

額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿

手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又はの支給の

条件に従い支給する。 

広域求職活動費の支給の

条件に従い支給する。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 

（６）求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１項各号のいずれかに該当す

る行為をする者 同条第２項に規定する求職活動支援費の額に相当

（６）公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする

者 雇用保険法第５９条第２項に規定する広域求職活動費の額に相
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する金額 当する金額 

１２～１４ （略） １２～１４ （略） 

１５ 第１１項の規定は、第５項又は第６項の規定による退職手当の支

給を受けることができる者（第５項又は第６項の規定により退職手当

の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌

日から起算して１年を経過していないものを含む。）及び第７項又は

第８項の規定による退職手当の支給を受けることができる者（第７項

又は第８項

１５ 第１１項の規定は、

の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退

職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して６月を経過していな

いものを含む。）について準用する。この場合において、第１１項中

「次の各号」とあるのは「第４号から第６号まで」と、「技能習得手

当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」

と読み替えるものとする。 

                    

                               

                               

                          第７項又は

第８項の規定による退職手当の支給を受けることができる者（これら

     の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退

職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して６月を経過していな

いものを含む。）について準用する。この場合において、第１１項中

「次の各号」とあるのは「第４号から第６号まで」と、「技能習得手

当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」

と読み替えるものとする。 

１６及び１７ （略） １６及び１７ （略） 
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亀山市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

（亀山市税条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（徴収猶予の申請手続等に関し条例で定める事項等） （徴収猶予の申請手続等に関し条例で定める事項等） 

第５条の３ （略） 第５条の３ （略） 

（１）～（６）（略） （１）～（６）（略） 

（７）個人番号（行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。た

だし、市民税及び特別土地保有税に係る申請を除く。

（７）個人番号（行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。

）又は法人番

号 

 

                        ）又は法人番

号 

（８）（略） （８）（略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） （納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） 

第１０条 納税者又は特別徴収義務者は、第３１条、第３７条、第３８

条若しくは第４１条（第５３条において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）、第４２条の４第１項（第４２条の５第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第４３条

第１項（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に係る部分

を除く。）、第５２条、第７４条、第９２条第２項、第１０５条第１

項若しくは第２項、第１０９条第２項、第１１２条、第１２４条第１

項又は第１３７条第３項に規定する納期限後にその税金を納付し、又

第１０条 納税者又は特別徴収義務者は、第３１条、第３７条、第３８

条若しくは第４１条（第５３条において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）、第４２条の４第１項（第４２条の５第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第４３条

第１項（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に係る部分

を除く。）、第５２条、第７４条、第９２条第２項、第１０５条第１

項若しくは第２項、第１０９条第２項、第１１２条、第１２４条第１

項又は第１３７条第３項に規定する納期限後にその税金を納付し、又



 

 

19 

は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納

期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。

第１号、第２号及び第５号において同じ。）の翌日から納付又は納入

の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（次の各号に掲

げる税額の区分に応じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第

５号及び第６号に定める日までの期間

は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納

期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。

第１号

については、年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付

書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。 

及び第２号    において同じ。）の翌日から納付又は納入

の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（次の各号に掲

げる税額の区分に応じ、当該各号      に掲げる期間    

                 については、年７．３パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付

書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）                             

                       

（２）

第１０５条第１

項若しくは第２項の申告書又は第１２４条第１項の申告書に係る税

額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日

から１月を経過する日までの期間 

第４３条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第

４項又は第１９項の規定による申告書に限る。）、第１０５条第１

項若しくは第２項の申告書又は第１２４条第１項の申告書に係る税

額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日

から１月を経過する日までの期間 

（３）                             

           

（３）

第１０５条第１項若しくは第２項の申告書

又は第１２４条第１項の申告書でその提出期限後に提出したものに

係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から１月を

経過する日までの期間 

第４３条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３

項の申告書を除く。）、第１０５条第１項若しくは第２項の申告書

又は第１２４条第１項の申告書でその提出期限後に提出したものに

係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から１月を

経過する日までの期間 

（４）（略） （４）（略） 

 （５）第４３条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第

４項又は第１９項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号
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に掲げるものを除く。）  当該税額に係る納期限の翌日から１月を

経過する日 

（６）第４３条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３

項の申告書を除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額 

 

当該提出した日又はその日の翌日から１月を経過する日 

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに

係る延滞金の徴収） 

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに

係る延滞金の徴収） 

第３４条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得

税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税

の更正若しくは決定に関する書類を法第３２５条の規定により 閲覧

し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合に

は   、既に第２４条第１号ただし書若しくは第２号又は第２５条

の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ち

に変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決

定があった日までの納期に係る分（以下この条において「不足税額」

という  

第３４条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得

税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税

の更正若しくは決定に関する書類を法第３２５条の

。）を追徴する。 

規定によって閲覧

し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合に

おいては、既に第２４条第１号ただし書若しくは第２号又は第２５条

の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ち

に変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決

定があった日までの納期に係る分（以下次項 において「不足税額」

と総称する。）を追徴する。 

２ 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期

の数で除して得た額に第４０条の各納期限（納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限とする。次項及び第４項

２ 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期

の数で除して得た額に第４０条の各納期限（納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限とする。次項において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日

までの期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間につい

     において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日

までの期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間につい
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ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金額を加算して徴収する。 

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金額を加算して徴収する。 

３ 所得税の納税義務者が修正申告書（偽りその他不正の行為により所

得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が当該所

得税についての調査があったことにより、当該所得税について更正が

あるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者

が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。）を提出し、

又は国の税務官署が所得税の更正（偽りその他不正の行為により所得

税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてさ

れた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該

所得税に係る更正を除く。）をしたことに基因して、第３１条の各納

期限から１年を経過する日後に第１項の規定によりその賦課した税額

を変更し、又は賦課した場合には、当該１年を経過する日の翌日から

同項 

３ 所得税の納税義務者が修正申告書（偽りその他不正の行為により所

得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が当該所

得税についての調査があったことにより、当該所得税について更正が

あるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者

が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。）を提出し、

又は国の税務官署が所得税の更正（偽りその他不正の行為により所得

税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてさ

れた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該

所得税に係る更正を除く。）をしたことに基因して、第３１条の各納

期限から１年を経過する日後に第１項の規定によりその賦課した税額

を変更し、又は賦課した場合には、当該１年を経過する日の翌日

に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期

間は、前項に規定する期間から控除する。 

から

第１項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期

間は、前項に規定する期間から控除する。 

４  第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、

又は国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を増加させるものに

限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」とい

う。）をしたとき（国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を減

少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減

額更正」という。）をしたことに基因して、第１項の規定によりその賦

課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。）

は、その追徴すべき不足税額（当該減額更正前に賦課した税額から当該



 

 

22 

減額更正に基因して変更した税額を控除した金額（還付金の額に相当す

る税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この

項において同じ。）については、次に掲げる期間（令第４８条の９の９

第４項各号に掲げる市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

 （１）第３１条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した

税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間 

 （２）当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せら

れた日（当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、

同日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から増額更正に

基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４３条 （略） 第４３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（同条第２１項の規定に

よる申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する

場合においては、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４項又は第

１９項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限

とする。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年

１４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３項の規定の適用

がある場合において、

３ 法第３２１条の８第２２項

当該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経

の申告書    （同条第２１項の規定に

よる申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する

場合においては、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４項又は第

１９項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限

とする。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年

１４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３項の規定の適用

がある場合で    当該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経
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過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算して施行規則第２２号の４様

式による納付書によって納付しなければならない。 

過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算して施行規則第２２号の４様

式による納付書によって納付しなければならない。 

４ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２項、第４

項又は第１９項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出

期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年

を経過する日後に同条第２２項に規定する申告書を提出したときは、詐

偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１

第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して当該申

告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該申告

書を提出した日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合に

おいて、

４ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２項、第４

項又は第１９項

当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書

の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

の申告書    を提出した日（当該申告書がその提出

期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から１年

を経過する日後に同条第２２項の申告書    を提出したときは、詐

偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１

第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して当該申

告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該申告

書を提出した日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合で 

    当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書

の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

５  第３項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書

（以下この項において「修正申告書」という。）の提出があったとき（当

該修正申告書に係る市民税について同条第１項、第２項、第４項又は第

１９項に規定する申告書（以下この項において「当初申告書」という。）

が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額

を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この項において「減

額更正」という。）があった後に、当該修正申告書が提出されたときに

限る。）は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申

告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの
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部分に相当する税額に限る。）については、次に掲げる期間（詐偽その

他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項

又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正

申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民

税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。 

 （１）当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（そ

の日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該

納期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 

 （２）当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基

づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は

法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）

によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日か

ら起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書を提出し

た日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合において、

当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申

告書の提出期限）までの期間 

６及び７ （略） ５及び６ （略） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１項、

第２項、第４項又は第１９項の納期限（同条第２３項の申告納付に係

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１項、

第２項、第４項又は第１９項の納期限（同条第２３項の申告納付に係
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る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第１項、第２項又は

第４項の納期限とし         、納期限の延長があった場合

には

る法人税割に係る不足税額

、その延長された納期限とする。）の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、年１４．６パーセント（前項の納期限までの期間又

は当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年

７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付しなければならない。 

についても   同条第１項、第２項又は

第４項の納期限によるものとする。なお、納期限の延長があったとき

は 、その延長された納期限とする。）の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、年１４．６パーセント（前項の納期限までの期間又

は当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年

７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付しなければならない。 

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定

による更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、第２項、第

４項又は第１９項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその

提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日か

ら１年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市

民税を免れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知

をした日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正

若しくは決定がされたこと（同条第２項又は第４項に規定する申告書

を提出すべき法人が連結子法人の場合には   、当該連結子法人と

の間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号

の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）

若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申

告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次

項第２号において同じ。

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定

による更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、第２項、第

４項又は第１９項

）による更正に係るものにあっては、当該修

正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知を

した日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

の申告書    を提出した日（当該申告書がその

提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日か

ら１年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市

民税を免れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知

をした日（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正

若しくは決定がされたこと（同条第２項又は第４項の申告書    

を提出すべき法人が連結子法人の場合にあっては、当該連結子法人と

の間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号

の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）

若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申

告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと  

           ）による更正に係るものにあっては、当該修

正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知を

した日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 
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４  第２項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告

書（以下この項において「修正申告書」という。）の提出があったと

き（当該修正申告書に係る市民税について同条第１項、第２項、第４

項又は第１９項に規定する申告書（以下この項において「当初申告書」

という。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納

付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告書が

提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納付すべ

き税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含

む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、次

に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が提

出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１５の５第３項に規

定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の

計算の基礎となる期間から控除する。 

 （１）当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（そ

の日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該

納期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間 

 （２）当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基

づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）である場合又は

法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。）

によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日か

ら起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書に係る更

正の通知をした日までの期間 
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（市民税の減免） （市民税の減免） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前

７日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前

７日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の氏名 （１）納税義務者の氏名及び住所又は居所（法人にあっては、名称、事

務所又は事業所の所在地及び法人番号）            

                              

               

又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しく

は事業所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいう。）又は法人番号 

（２）及び（３）（略） （２）及び（３）（略） 

３ （略） ３ （略） 

第６１条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２若しくは第１２号の

固定資産又は同項第１６号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全

機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するも

のに限る。）

第６１条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２

について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、

土地については第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４

号に、償却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した

申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校

法（昭和２４年法律第２７０号）第６４条第４項の法人、公益社団法

人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を

設置するもの、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公的

医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に規定する医療法人、公

又は第１２号の固定

資産                             

                               

      について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、

土地については第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４

号に、償却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した

申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校

法（昭和２４年法律第２７０号）第６４条第４項の法人、公益社団法

人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を

設置するもの、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公的

医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に規定する医療法人、公
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益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法

人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この条

において同じ。）に該当するものに限る。）若しくは一般財団法人（非

営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人

労働者健康安全機構

益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法

人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この条

において同じ。）に該当するものに限る。）若しくは一般財団法人（非

営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人

、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若し

くは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、

准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療

法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若し

くは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公

益財団法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）

第２条第１項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益

財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校

法人等」という。）の所有に属しないものである場合においては当該

土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させているこ

とを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

、独立行政法人

労働者健康福祉機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若し

くは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、

准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療

法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若し

くは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公

益財団法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）

第２条第１項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益

財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校

法人等」という。）の所有に属しないものである場合においては当該

土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させているこ

とを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）～（６）（略） （１）～（６）（略） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有

者がすべき申告） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有

者がすべき申告） 

第６４条 法第３４８条第２項第３号、第９号から第１０号の１０まで、

第１１号の３から第１１号の５まで、第１２号又は第１６号

第６４条 法第３４８条第２項第３号、第９号から第１０号の１０まで、

第１１号の３から第１１号の５までの固定資

産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該

各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させる

又は第１２号     の固定資

産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該

各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させる
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こととなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直

ちに市長に申告しなければならない。 

こととなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直

ちに市長に申告しなければならない。 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１２５条 （略） 第１２５条 （略） 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、

納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、

納期限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び

  

              

  

                                    

                              

法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この

号において同じ。）（      

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び

法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称） 

個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法

人番号（同条第１５項                             

              に規定する法人番号をいう。以下この

号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称） 

（２）及び（３） （略） （２）及び（３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

附 則 附 則 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

第１０条 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合における第

１８条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同

第１０条から第１２条まで 削除 
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条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」

とあるのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の規定により読み替

えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができる。 

第１１条及び第１２条  削除 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１７条の２ （略） 第１７条の２ （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 法附則第１５条第２項第７号 ４ 法に規定する条例で定める割合は、４分

の３とする。 

附則第１５条第２項第６号に規定する条例で定める割合は、４分

の３とする。 

５及び６ （略） ５及び６ （略） 

７  法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

８  法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

９  法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同号に規

定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１０  法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同号に

規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１１  法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備について同号に

規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 
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１２～１４ ７～９ （略）  （略） 

１５  法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は、５分の

４とする。 

１６ （略） １０ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第１０項

の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日

から３箇月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第１０項

の熱損失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日

から３箇月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略） 

（５）熱損失防止改修工事に要した費用 （５）熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第１２条第３６項に

規定する補助金等 

              

         

（６）（略） （６）（略） 

９ （略） ９ （略） 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 

第２９条の２ （略） 第２９条の２ （略） 
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２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自

動車に対する第９１条の規定の適用については、当該軽自動車が平成

２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には、平成２９年度  

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自

動車に対する第９１条の規定の適用については、当該軽自動車が

分の軽自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

平成

２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） （略） 
 

（略） （略） （略） 
 

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自

動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項にお

いて同じ。）に対する第９１条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、平成２９年度  

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自

動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項にお

いて同じ。）に対する第９１条の規定の適用については、当該軽自動

車が

分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） （略） 
 

（略） （略） （略） 
 

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自

動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第９１条の

規定の適用については、当該軽自動車が平成２８年４月１日から平成

２９年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平

成２９年度 

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自

動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第９１条の

規定の適用については、当該軽自動車が

分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

平成２７年４月１日から平成

２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、

平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） （略） 
 

（略） （略） （略） 
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第４２条 （略） 第４２条 （略） 

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第４２条の２  所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和

３７年法律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）

第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除

法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相

互免除法第１６条第２項に規定する特例適用利子等については、第１７

条及び第１９条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中

の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互

免除法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この項において「特例適

用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１号

の規定により読み替えられた第１８条の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相

当する市民税の所得割を課する。 

２  前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 （１）第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第４２条の２第１項に規定する特例適用

利子等の額」とする。 

 （２）第２１条から第２３条まで、第２３条の２第１項並びに附則第１３
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条第１項、第１４条の２第１項及び第１４条の２の２第１項の規定

の適用については、第２１条中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第４２条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第２２条第１項前段、第２３条、第２３条の２第１項並びに附

則第１３条第１項、第１４条の２第１項及び第１４条の２の２第１

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第４２条の

２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２２条第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第４２条の２

第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 （３）第２４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第４２条の２第１項に

規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号）第７条第１０項（同法第１１条第８項及び第１５条

第１４項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子

に係る利子所得の金額、同法第７条第１２項（同法第１１条第９項

及び第１５条第１５項において準用する場合を含む。）に規定する

特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同

法第１１条第１１項及び第１５条第１７項において準用する場合を

含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しく

は同法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１５条第１８

項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象給付補塡金
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等に係る雑所得等の金額」とする。 

 （４）附則第９条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４２条の２第１項に規

定する特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第４２条の２第１項の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

３  所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除

法第８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免

除法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得

相互免除法第１６条第３項に規定する特例適用配当等（次項において

「特例適用配当等」という。）については、第１７条第３項及び第４

項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等につ

いては、同条及び第１９条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者

等所得相互免除法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この項におい

て「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第

５項第１号の規定により読み替えられた第１８条の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算し

た金額に相当する市民税の所得割を課する。 

４  前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の第２６条第１項の規定による申告書（その
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提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その時まで

に提出された第２７条第１項に規定する確定申告書を含む。）に前項

後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申

告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が

認めるときを含む。）に限り、適用する。 

５  第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 （１）第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第４２条の２第３項後段に規定する特例

適用配当等の額」とする。 

 （２）第２１条から第２３条まで、第２３条の２第１項並びに附則第

１３条第１項、第１４条の２第１項及び第１４条の２の２第１項の

規定の適用については、第２１条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第４２条の２第３項後段の規定による市民税の所

得割の額」と、第２２条第１項前段、第２３条、第２３条の２第１

項並びに附則第１３条第１項、第１４条の２第１項及び第１４条の

２の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第４２条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第

２２条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第４２条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

 （３）第２４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」
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とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第４２条の２第３項後

段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第７条第１４項（同法第１１条第１０項及び第

１５条第１６項において準用する場合を含む。）に規定する申告不

要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」

とする。 

 （４）附則第９条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４２条の２第３項後段

に規定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第４２条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額」とする。 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 
（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第４２条の３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等については、第１７

条及び第１９条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中

の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項において「条約適

用利子等の額」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項第１号

第４２条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等については、第１７

条及び第１９条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中

の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項において「条約適

用利子等の額」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項第１号
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の規定により読み替えられた第１８条の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）に１００分の５の税率から租税条約等実施特例法

の規定により読み替えられた第１８条の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）に１００分の５の税率から

第３条の２の２第１項に規定する限度税率（第３項において「限度税

率」という。）を控除して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納

税義務者が同条第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分の３

の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

同法        

第３条の２の２第１項に規定する限度税率（第３項において「限度税

率」という。）を控除して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納

税義務者が同条第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分の３

の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１）第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第４２条の３第１項

（１）第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、に規定する条約適用

利子等の額」とする。 

附則第４２条の２第１項に規定する条約適用

利子等の額」とする。 

（２）第２１条から第２３条まで、第２３条の２第１項並びに附則第

１３条第１項、第１４条の２第１項及び第１４条の２の２第１

項  の規定の適用については、第２１条中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第４２条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第２２条第１項前段、第２３条、第２３条の２

第１項並びに附則第１３条第１項、第１４条の２第１項及び第１４

条の２の２第１項  中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第４２条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第２２条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第４２条の３第１項

（２）第２１条から第２３条まで、第２３条の２第１項

の規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

、附則第１３条

第１項、附則第１４条の２第１項及び附則第１４条の２の２第１項

の規定の適用については、第２１条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第４２条の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２２条第１項前段、第２３条、第２３条の２第１項、

附則第１３条第１項、附則第１４条の２第１項及び附則第１４条の

２の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第４２条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第２２

条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

４２条の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

（３）第２４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」 （３）第２４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」
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とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第４２条の３第１項に

規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年

法律第４６号）第３条の２第１６項に規定する特定利子に係る利子

所得の金額、同条第１８項に規定する特定収益分配に係る配当所得

の金額、同条第２２項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金

額若しくは同条第２４項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得

等の金額 

とあるのは「若しくは山林所得金額又は

」とする。 

附則第４２条の２第１項に

規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法    

                                

       第３条の２第１６項に規定する特定利子に係る利子

所得の金額、同条第１８項に規定する特定収益分配に係る配当所得

の金額、同条第２２項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金

額若しくは同条第２４項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所

得等の金額」とする。 

（４）附則第９条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４２条の３第１項に規

定する条約適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第４２条の３第１項

（４）附則第９条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに

の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

附則第４２条の２第１項に規

定する条約適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第４２条の２第１項の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第３

条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等（次項において「条約

適用配当等」という。）については、第１７条第３項及び第４項の規

定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、

同条及び  第１９条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

前年中の租税条約等実施特例法

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第３

条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等（次項において「条約

適用配当等」という。）については、第１７条第３項及び第４項の規

定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、

第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額（以下この項において「条約適用配当等の額」とい

う。）に対し、条約適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み

替えられた第１８条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

第１７条及び第１９条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

前年中の同法        第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額（以下この項において「条約適用配当等の額」とい

う。）に対し、条約適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み

替えられた第１８条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）
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に１００分の５の税率から限度税率を控除して得た率に５分の３を乗

じて得た率（当該納税義務者が租税条約等実施特例法

に１００分の５の税率から限度税率を控除して得た率に５分の３を乗

じて得た率（当該納税義務者が第３条の２の２

第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分の３の税率）を乗じ

て計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

同法        第３条の２の２

第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分の３の税率）を乗じ

て計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

４ （略） ４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１）第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、附則第４２条の３第３項後段

（１）第１８条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とある

のは、「総所得金額、に規定する条約

適用配当等の額」とする。 

附則第４２条の２第３項  に規定する条約

適用配当等の額」とする。 

（２）第２１条から第２３条まで、第２３条の２第１項並びに附則第１３

条第１項、第１４条の２第１項及び第１４条の２の２第１

項    の規定の適用については、第２１条中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第４２条の３第３項後段の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第２２条第１項前段、第２３条、第２

３条の２第１項並びに附則第１３条第１項、第１４条の２第１項及

び第１４条の２の２第１項  中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第４２条の３第３項後段の規定による市民税の所

得割の額」と、第２２条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第４２条の３第３項後段の規定による市民税の所

得割の額の合計額」と                                  

            

（２）第２１条から第２３条まで、第２３条の２第１項

する。 

、附則第１３条

第１項、附則第１４条の２第１項及び附則第１４条の２の２第１

項  の規定の適用については、第２１条中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第４２条の２第３項  の規定による市

民税の所得割の額」と、第２２条第１項前段、第２３条、第２３条

の２第１項、附則第１３条第１項、附則第１４条の２第１項及び附

則第１４条の２の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第４２条の２第３項  の規定による市民税の所得割

の額」と、第２２条第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第４２条の２第３項  の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と、第２３条の２第１項中「第１７条第４項」と

あるのは「附則第４２条の２第４項」とする。 

（３）第２４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」 （３）第２４条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」
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とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第４２条の３第３項後

段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号）第３条の２第２０項に規定する申告不要特定配当

等に係る利子所得の金額若しくは配当所得

とあるのは「若しくは山林所得金額又は

の金額」とする。 

＿に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは

附則第４２条の２第３項   

租税条約等実施特例法 

                               

        第３条の２第２０項に規定する申告不要特定配当

等に係る利子所得の金額又は配当所得  の金額」とする。 

（４）附則第９条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４２条の３第３項後段に

規定する条約適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第４２条の３第３項後段

（４）附則第９条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに

の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 

附則第４２条の２第３項   

に規定する条約適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第４２条の２第３項  の規定

による市民税の所得割の額」とする。 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場

合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第２３条

の２の規定の適用については、同条第１項中「又は同条第６項」とあ

るのは「若しくは附則第４２条の３第３項前段

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場

合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第２３条

の２の規定の適用については、同条第１項中「又は同条第６項」とあ

るのは「若しくはに規定する条約適用配

当等（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌

年の４月１日の属する年度分の第２６条第１項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第２７条第１項の確定申

告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条

約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合（これ

らの申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係

附則第４２条の２第３項  に規定する条約適用配

当等（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌

年の４月１日の属する年度分の第２６条第１項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第２７条第１項の確定申

告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条

約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合（これ

らの申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係
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る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」と

いう。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規

定により配当割額を課されたとき、又は第１７条第６項」と、同条第

３項中「法第３７条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第３条

の２の２第９項の規定により読み替えて適用される法第３７条の４」

とする。 

る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」と

いう。）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規

定により配当割額を課されたとき、又は第１７条第６項」と、同条第

３項中「法第３７条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第３条

の２の２第９項の規定により読み替えて適用される法第３７条の４」

とする。 

 第４２条の３ 削除 
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亀山市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

（亀山市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第１０５条第１項から

第４項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第１０５条第１項から

第４項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。 

第１０５条第１

項 

地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成２７年総務

省令第３８号）

施行規則第３４

号の２様式 

      

による改正前の地方税法施行

規則（以下この節において「平

成２７年改正前の地方税法施

行規則」という。）第４８号

の５様式 

第１０５条第２

項 

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の６様式 

施行規則第３４

号の２の２様式 
 

第１０５条第１

項 

地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成２７年総務

省令第３８号）

第３４号の２様

式     

第１条の規定

による改正前の地方税法施行

規則（以下この節において「平

成２７年改正前の地方税法施

行規則」という。）第４８号

の５様式 

第１０５条第２

項 

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の６様式 

第３４号の２の

２様式     
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第１０５条第３

項 

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の９様式 

施行規則第３４

号の２の６様式 

第１０５条第４

項 

施行規則第３４

号の２様式

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の５様式又

は第４８号の６様式 

又は

第３４号の２の

２様式 
 

第１０５条第３

項 

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の９様式 

第３４号の２の

６様式     

第１０５条第４

項 

第３４号の２様

式    

平成２７年改正前の地方税法

施行規則第４８号の５様式又

は第４８号の６様式 

又は

第３４号の２の

２様式 
 

４～６ （略） ４～６ （略） 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から

前項までに規定するもののほか、亀山市税条例第１０条、第１０５条

第４項及び第５項、第１０７条の２並びに第１０８条の規定を適用す

る。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条

（略） 

例の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１０条第３号              

             

             

     第１０５条第

１項若しくは第２項の申

告書又は第１２４条第１

項の申告書でその提出期

限 

平成２７年改正条例

附則第５条第６項の

納期限 

（略） 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から

前項までに規定するもののほか、新条例   第１０条、第１０５条

第４項及び第５項、第１０７条の２並びに第１０８条の規定を適用す

る。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例

（略） 

の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１０条第３号 第４３条第１項の申告書

(法第３２１条の８第２２

項及び第２３項の申告書

を除く。)、第１０５条第

１項若しくは第２項の申

告書又は第１２４条第１

項の申告書でその提出期

限 

平成２７年改正条

例附則第５条第６

項の納期限 

（略） 
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第１０５条第１項又は第

２項 

第１０７条の２

第１項 

平成２７年改正条例

附則第５条第５項 

当該各項 同項 

（略） 
 

第１０７条の２ 第１０５条第１項又は第

２項     

平成２７年改正条例

附則第５条第５項 

当該各項 同項 

（略） 
 

８及び９ （略） ８及び９ （略） 

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を

課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

（略） 

第７項の表以

外の部分 

第４項の 第９項の 

同項から前項ま

で 

同項、第５項及び前項 

（略） 

第７項の表第

１０７条の２

第１項

附則第５条第５

項 

の項 

附則第５条第１０項において

準用する同条第５項 

（略） 
 

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を

課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

（略） 

第７項の表以

外の部分 

第４項  第９項  

  

から        、第５項及び     

（略） 

第７項の表第

１０７条の

２    

   

附則第５条第５

項 

の項 

附則第５条第１０項において

準用する同条第５項 

（略） 
 

１１ （略） １１ （略） 

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を １２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を
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課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

（略） 

第７項の表以

外の部分 

第４項の 第１１項の 

同項から前項ま

で 

同項、第５項及び前項 

（略） 

第７項の表第

１０７条の２

第１項

附則第５条第５

項 

の項 

附則第５条第１２項において

準用する同条第５項 

（略） 
 

課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

（略） 

第７項の表以

外の部分 

第４項  第１１項  

  

から       、第５項及び     

（略） 

第７項の表第

１０７条の２ 

   

附則第５条第５

項 

の項 

附則第５条第１２項において

準用する同条第５項 

（略） 
 

１３ （略） １３ （略） 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を

課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

（略） 

第７項の表以

外の部分 

第４項の 第１３項の 

同項から前項ま

で 

同項、第５項及び前項 

（略） 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を

課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

（略） 

第７項の表以

外の部分 

第４項  第１３項  

  

から         、第５項及び     

（略） 
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第７項の表第 附則第５条第５ 附則第５条第１４項において 

１０７条の２

第１項

項 

の項 

準用する同条第５項 

（略） 
 

第７項の表第 附則第５条第５ 附則第５条第１４項において 

１０７条の２ 

   

項 

の項 

準用する同条第５項 

（略） 
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亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（納税義務者等） （納税義務者等） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標

準となるべき価格（法第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第

２２項から第２４項まで、第２６項、第２８項から第３１項まで、第

３３項又は第３４項

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標

準となるべき価格（法第３４９条の３第１０項から第１２項まで

の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、

その価格に当該各項に定める率を乗じて得た額）をいい、前項の「所

有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第３４３

条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。 

、第

２３項、第２４項   、第２６項、第２８項又は第３０項から第３３

項まで      の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、

その価格に当該各項に定める率を乗じて得た額）をいい、前項の「所

有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第３４３

条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

附 則 附 則 

５ （略） ５ （略） 

  （法附則第１５条第４２項の条例で定める割合） 

６  法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は、５分の４

とする。 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

７ 宅地等に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市 ６ 宅地等に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市
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計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２

条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に

定める率を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５を乗じて得た

額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第１９項

計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２

条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に

定める率を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５を乗じて得た

額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（を除く。）又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当

該宅地等調整都市計画税額とする。 

第２０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当

該宅地等調整都市計画税額とする。 

８ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都

市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項

７ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都

市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３（を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額を超える場合にあっては、前項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

第２０項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額を超える場合にあっては、前項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 
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９ 附則第７項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成２７年度から平

成２９年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等

調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、附則第

７項

８ 

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

附則第６項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成２７年度から平

成２９年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等

調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、附則第

６項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上

０．７以下のものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、当該商業地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１９項

９  商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上

０．７以下のものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の額は、

を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。 

附則第６項の規定にかかわらず、当該商業地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。 

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超

えるものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超

えるものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、附則第６項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る
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当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第１９項

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（を除く。）又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額とする。 

第２０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額とする。 

１２ （略） １１ （略） 

（農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分

の都市計画税の特例） 

（農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分

の都市計画税の特例） 

１３ 農地に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左

欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を

乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農地調整都市計

画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画税額と

する。 

１２ 農地に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第２０項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左

欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を

乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農地調整都市計

画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画税額と

する。 
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（略） （略） 
 

（略） （略） 
 

１４ 附則第７項及び第９項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号に、

附則第７項及び第１０項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」と

は法附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１８

条第６項に、附則第８項、第１０項及び第１１項の「商業地等」とは

法附則第１７条第４号に、附則第１０項、第１１項及び前項の「負担

水準」とは法附則第１７条第８号ロに、前項の「農地」とは法附則第

１７条第１号に、前項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは

法附則第２６条第２項において読み替えて準用される法附則第１８条

第６項に規定するところによる。 

１３ 附則第６項及び第８項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号に、

附則第６項及び第９項 の「前年度分の都市計画税の課税標準額」と

は法附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１８

条第６項に、附則第７項、第９項及び第１０項 の「商業地等」とは

法附則第１７条第４号に、附則第９項、第１０項 及び前項の「負担

水準」とは法附則第１７条第８号ロに、前項の「農地」とは法附則第

１７条第１号に、前項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは

法附則第２６条第２項において読み替えて準用される法附則第１８条

第６項に規定するところによる。 

１５ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１７項から第２４項まで、

第２６項、第２８項、第３２項、第３６項、第３７項、第４２項若し

くは第４５項、第１５条の２第２項又は第１５条の３の規定の適用が

ある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３４項 

       」とあるのは「若しくは第３４項        又

は法附則第１５条から第１５条の３まで」とする。 

１４ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１７項から第２４項まで、

第２６項、第２８項、第３２項、第３６項、第３７項若しくは第４２

項     、第１５条の２第２項又は第１５条の３の規定の適用が

ある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３０項か

ら第３３項まで」とあるのは「若しくは第３０項から第３３項まで又

は法附則第１５条から第１５条の３まで」とする。 
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亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除く。)及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

ただし、当該合算額が５４万円を超える場合においては、基礎課税額

は、５４万円

２ 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除く。)及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

ただし、当該合算額が

とする。 

５２万円を超える場合においては、基礎課税額

は、５２万円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額

及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が１９万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、１９万円

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額

及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が

とする。 

１７万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、１７万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が５４

万円を超える場合には、５４万円

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

）、同条第３項本文の後期高齢者支

援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

５２

万円を超える場合には、５２万円）、同条第３項本文の後期高齢者支

援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額し
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て得た額が１９万円を超える場合には、１９万円 て得た額が）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１６万円を超える場合には、１６万円）の合

算額とする。 

１７万円を超える場合には、１７万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１６万円を超える場合には、１６万円）の合

算額とする。 

（１）～（３）（略） （１）～（３）（略） 

  附 則   附 則 

１４ （略） １４ （略） 

 （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１５  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２

項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用

利子等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子

所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第７条、第１１条及び第２６条の規定の適用については、第３

条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林

所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同

法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第２６条において「特

例適用利子等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例

適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と
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あるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２６

条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等

の額」とする。 

 （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１６  世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、

同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条第３

項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第７条、第１１条及び第２６条の規定の適用

については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第

６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特

例適用配当等の額（以下この条及び第２６条において「特例適用配当等

の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所

得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第２６条中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

１７～１９ （略） １５～１７ （略） 
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亀山市産業振興条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 

（６）移設 市内に事業所を有する者が当該事業所を廃止し、市内の他の

場所に移転                

（６）移設 市内に事業所を有する者が当該事業所を廃止し、市内の他の

場所に移転することをいう。 （公共事業によるものを除く。）をすることをいう。 

（７）～（９）（略） （７）～（９）（略） 

（奨励措置対象事業者） （奨励措置対象事業者） 

第３条 この条例による奨励措置の対象となる事業者（以下「奨励措置

対象事業者」という。）は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

第３条 この条例による奨励措置の対象となる事業者（以下「奨励措置

対象事業者」という。）は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

（１）立地等に係る事業所が次のいずれかの事業に供されるものであるこ

と。 

（１）立地等に係る事業所が次のいずれかの事業に供されるものであるこ

と。 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

（２）立地等に係る事業所が次のいずれかの地域内にあること。 （２）別表区分の欄各項のいずれかに該当する事業者であること。 

ア  工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第３条第１項の規定に

より作成された工場立地調査簿に記載の工場適地 

イ  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号

の準工業地域、工業地域及び工業専用地域 
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ウ  市長が特に適当であると認める地域 

 （３）投下固定資産総額が５億円（第１号ア及びウに該当する事業を営む

中小企業者（次号において「製造業等中小企業者」という。）が行う

増設又は移設にあっては１億円）以上であること。 

 （４）新規雇用者等の数が１０人（製造業等中小企業者が行う新設にあっ

ては５人、製造業等中小企業者が行う増設又は移設にあっては、当該

増設又は移設後の事業所が操業を開始した日から起算して１年前の

日の雇用者数）以上であること。 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者

は、奨励措置対象事業者としない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者

は、奨励措置対象事業者としない。 

（１）（略） （１）（略） 

 （２）別表区分の欄３の項に該当し、この条例による奨励措置を講じられ

た事業者 

（２）亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関する条例（平

成１７年亀山市条例第５１号）の規定の適用を受けている事業者 

（３）亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関する条例（平

成１７年亀山市条例第５１号）の規定の適用を受けている事業者 

 （４）次のいずれかに該当する地域以外で立地等を行った事業者 

 ア 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第３条第１項の規定に

より作成された工場立地調査簿に記載の工場適地 

 イ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号

の準工業地域、工業地域及び工業専用地域 
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 ウ 市長が特に適当であると認める地域 

（奨励措置） （奨励措置） 

第６条 市長は、指定事業者に対し、奨励措置として次に掲げる 第６条 市長は、指定事業者に奨励金

を交付することができる。 

対して、           奨励金

を交付することができる。 

 （１）企業立地奨励金 

 （２）雇用促進奨励金 

２ 前項第１号の企業立地奨励金の交付は、基準年度（当該指定事業者

が立地等を行った事業所の操業を開始した日（以下「操業開始日」と

いう。）以後において、最初に当該指定施設に係る亀山市税条例（平

成１７年亀山市条例第５０号）に基づく固定資産税（以下「固定資産

税」という。）が課せられた年度をいう。次項において同じ。）

２ 

から

行うものとする。 

前項の規定による奨励金   の交付は、    当該指定事業者

が立地等を行った事業所の操業を開始した日           

    以後において、最初に当該指定施設に係る亀山市税条例（平

成１７年亀山市条例第５０号）に基づく固定資産税（以下「固定資産

税」という。）が課せられた年度              から

行うものとする。 

３  第１項第２号の雇用促進奨励金の交付は、基準年度の翌々年度に行

うものとする。 

（指定の取消し等） （指定の取消し等） 

第１１条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、指定事業者若しくは指定施設の指定を取り消し、奨励金の

交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができる。 

第１１条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、指定事業者若しくは指定施設の指定を取り消し、奨励金の

交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができる。 

（１）及び（２）（略） （１）及び（２）（略） 

（３）操業開始日から１０年以内に、指定施設 （３）に係る事業を休止し、若し

くは廃止したとき、又は指定施設に係る事業が休止若しくは廃止の状

指定施設              に係る事業を休止し、若し

くは廃止したとき、又は指定施設に係る事業が休止若しくは廃止の状
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態にあると認めたとき。 態にあると認めたとき。 

（４）～（７）（略） （４）～（７）（略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

附 則 附 則 

（この条例の失効） （この条例の失効） 

３ この条例は、平成３４年３月３１日 ３ この条例は、限り、その効力を失う。ただし、

この条例の失効前に第４条第２項の規定により指定を受けた指定事業

者に係る奨励措置については、なお従前の例による。 

平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、

この条例の失効前に第４条第２項の規定により指定を受けた指定事業

者に係る奨励措置については、なお従前の例による。 

別表（第７条関係） 別表（第３条、第７条関係） 

奨励金の種類 奨励金の額及び交付方法 

企業立地奨励金 次に掲げるいずれかの額（１億円を限度とする。）を

３年間交付する。 

（１）各年度における指定施設に係る固定資産税相当

額の１００分の５０に相当する額 

（２）投下固定資産総額のうち土地取得価額相当額に

１００分の２５を乗じて得た額の３分の１に相

当する額 

雇用促進奨励金 指定事業者が指定施設に係る立地等に伴って新たに

雇用する者のうち、次に掲げる要件を満たす者の数に

３０万円を乗じて得た額（３千万円を限度とする。）

を１回に限り交付する。 

（１）操業開始日以後１年を経過する日から規則で定 
 

区分 奨励金の額及び交付方法 

１ 投下固定資産総額が５億円（第

３条第１項第１号ア及びウに該当

する事業を営む中小企業者が行う

増設又は移設にあっては１億円）

以上であり、かつ、新規雇用者等

の数が１５人（第３条第１項第１

号ア及びウに該当する事業を営む

中小企業者が行う増設又は移設に

あっては、当該増設又は移設後の

事業所が操業を開始した日から起

算して１年前の日の雇用者数）以

上である事業所の立地等を行う事 

各年度における指定施設に係る固定

資産税相当額の１００分の５０に相

当する額（第３条第１項第１号ア及

びウに該当する事業を営む場合にあ

っては、各年度における指定施設に

係る固定資産税相当額の１００分の

５０に相当する額及び投下固定資産

総額のうち土地取得価額相当額に１

００分の１０を乗じて得た額の３分

の１に相当する額の合計額）（１億

円を限度とする。）を３年間交付す

る。 
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 める日まで継続して雇用する者であること。 

（２）操業開始日以後１年を経過する日から規則で定

める日まで継続して市内に住所を有する者であ

ること。 
 

 業者 

２ 投下固定資産総額が２００億円

以上であり、かつ、新規雇用者等

の数が１００人以上である事業所

の新設又は増設を行う事業者 

各年度における指定施設に係る固定

資産税相当額の１００分の７０に相

当する額（２億円を限度とする。）

を５年間交付する。 

３ 投下固定資産総額が６００億円

以上であり、かつ、新規雇用者等

の数が３００人以上である事業所

の新設を行う事業者（規則で定め

る期間内にこの要件を満たす事業

者を含む。） 

各年度における指定施設に係る固定

資産税相当額の１００分の９０に相

当する額（９億円を限度とする。）

を５年間交付する。 
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亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第９条 管理職員特別勤務手当は、前条第１項の規定により管理職手当

の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必

要により、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。次項において

同じ

第９条 管理職員特別勤務手当は、前条第１項の規定により管理職手当

の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必

要により、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう

。）又は休日等（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）及

び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日までの日をいい、

祝日法による休日を除く。）をいい、代休日を指定されて、当該休日

に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日

に代わる代休日をいう。以下同じ。）において勤務した場合に支給す

る。 

        

  。）又は休日等（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）及

び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日までの日をいい、

祝日法による休日を除く。）をいい、代休日を指定されて、当該休日

に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日

に代わる代休日をいう。以下同じ。）において勤務した場合に支給す

る。 

２  前項に規定する場合のほか、前条第１項の規定により管理職手当の

支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により

週休日又は休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間であって

正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職

員特別勤務手当を支給する。 

（退職手当） （退職手当） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 
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６ 勤続期間６月以上で退職した職員（次項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険

者と                              

           みなしたならば同法第３７条の２第１項に規

定する高年齢被保険者  

６ 勤続期間６月以上で退職した職員（次項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険

者と

に該当するものが退職の日後失業している

場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達

する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額

を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手

当として支給する。 

、その者が退職の際勤務していた当該病院事業を同法第５条第１

項に規定する適用事業とみなしたならば同法第３７条の２第１項に規

定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している

場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達

する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額

を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手

当として支給する。 

７ （略） ７ （略） 

８ 前３項に定めるもののほか、第５項又は前項の規定による退職手当

の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、

雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進

手当、移転費又は求職活動支援費

８ 前３項に定めるもののほか、第５項又は前項の規定による退職手当

の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、

雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進

手当、移転費又はに相当する金額を同法の規定による

当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。 

広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による

当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。 
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